
防災減災 １ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名） 

事業主体 
県営ため池等整備事業 

県 

■事業の目的 

施設の老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止するため、ため池や農

業用用排水施設等の補修、改築を行い、農村地域の防災力・減災力の向上を図る。

■事業のポイント 

○ 防災・減災対策の調査や計画に係る経費は、二次災害の恐れがある地区にあっては、

定額（ただし、令和１２年度採択地区まで）、その他地区は定率

○ 中山間地域は採択要件・負担金の軽減措置あり

○ 耐震対策工事においては、市町村負担を軽減、農家負担ゼロ

■事業内容

① 調査計画事業 

地域の防災減災対策に必要な諸条件について行う調査及びその計画策定等（安全度

評価、実施計画策定、施設長寿命化計画策定など） 

②ため池整備事業 

災害発生のおそれのあるため池の整備 

③用排水施設等整備事業（土砂崩壊防止） 

災害発生のおそれのある農業用排水施設等の整備 

④農業用河川工作物等応急対策事業 

災害発生のおそれのある農業用河川工作物の整備（河川応急） 

⑤農業用施設等災害管理対策事業 

防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備（危機管理向上） 

⑥ため池緊急防災環境整備事業 

ため池における不測の事態に備えるとともに、一刻も早い整備を進めるために行う

監視・管理体制の強化、権利関係の調整等 



防災減災 ２ 

■施工事例 

ため池整備工事 

実施前 実施後

■対象地域 

県下全域

■採択要件

① 調査計画事業 

下記事業を行う見込み又は実施要件に該当するもの 

②ため池整備事業 

総事業費８００万円以上、受益面積１０ha 以上など。ただし特例要件を満たすもの

は２ha 以上 

③用排水施設等整備事業 

総事業費８００万円以上、受益面積２０ha 以上など。ただし特例要件を満たすもの

は１０ha 以上、土砂崩壊防止工事は防災受益５ha 以上 

④農業用河川工作物等応急対策事業 

総事業費８００万円以上など 

⑤農業用施設等災害管理対策事業 

受益面積２０ha 以上など 

⑥ため池緊急防災環境整備事業 

受益面積２ha 以上など 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：国：５０～１００％、県：０～５０％、市町村等：０～２５％



防災減災 ３ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名） 

事業主体 
県営ため池防災対策事業 

県 

■事業の目的 

本事業においては、施設の老朽化や地震、集中豪雨等に起因する災害を未然に防止す

るため、農業用のため池等の老朽化対策、耐震対策や点検及び調査等を実施し、地域防

災力の強化を進め、もって県民の安全及び県土の健全な発展を図る。

■事業のポイント 

○ 国庫補助事業で実施できないため池や水路の部分改修、補修が可能

○ 中山間地域は採択要件・負担金の軽減措置あり

○ 耐震対策工事においては、市町村負担を軽減、農家負担ゼロ

■事業内容 

① 調査事業 

ため池等の防災対策に必要な諸条件等の調査や測量、計画策定等 

②整備事業 

ため池の改修、廃止、浚渫、付帯施設の整備（通常一型） 

土砂等の崩壊を防止する水路の改良（通常二型） 

農業用排水機場の遊水地等の浚渫（通常三型） 

ため池下流水路の改良（合併型） 

③促進事業 

実施中の県営ため池等整備事業の進捗を促進（促進型） 



防災減災 ４ 

■施工事例 

ため池整備工事 

実施前 実施後

■対象地域 

県下全域

■採択要件 

① 調査事業 

下記事業を行う見込み又は実施要件に該当するもの 

②整備事業 

通常一型：受益面積２ha 未満かつ受益戸数２戸以上など 

通常二型：受益面積５ha 未満かつ受益戸数２戸以上 

通常三型：稼働中の農業用排水機場にあって、遊水池等の浚渫を単独で実施する場 

合に限る 

合併型：ため池本体改修と併せて行うものに限る 

③促進事業 

促進型：県営ため池等整備事業でため池本体の改修を行っているものに限る。 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：県：７５～１００％、市町村等：０～２５％



防災減災 ５ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名） 

事業主体 
ため池防災支援事業 

市町村 

■事業の目的 

老朽ため池等に係る災害時の人的被害を回避するため、下流地域の測量・調査及びた

め池の耐震診断を行い、県営ため池防災対策事業などのハ－ド事業の推進に資するとと

もに、調査結果を利用した避難等の防災体制の強化を図る。

■事業のポイント 

○ ハード整備が進まないため池における防災体制の強化が可能

○ 国庫補助要件を満たさない受益戸数２戸未満のため池でも、一斉点検調査が可能

■事業内容 

ため池防災支援事業 

防災マップ、耐震診断、一斉点検、監視・管理体制の強化、ハード整備の着手促進 

■施工事例 

ため池防災マップ 



防災減災 ６ 

■対象地域 

県下全域

■採択要件

ため池防災マップ 

①岐阜県地域防災計画の老朽ため池状況に記載されていること。  

②ため池の下流に人家、公共施設等があり、万一ため池が決壊した場合、下流住民

の生命、財産に被害を及ぼす恐れがあるため池。 

③地震後に臨時点検する農業用ため池一覧表に記載されているため池。 

④農業用ため池緊急点検の総合判定で緊急な整備が必要とされ、下流に人家、公共

施設等があり人命・財産に被害を及ぼす恐れがあるため池。 

 なお、総事業費が２０万円以上であること。ただし、一市町村で複数地区を実施

する場合にあっては、１地区当りの事業費が１０万円以上であること。 

ため池の耐震診断 

調査にあっては、岐阜県ため池台帳に記載されているため池のうち調査対象ため

池の下流に人家、公共施設等があり、決壊時には生命、財産に大きな被害を及ぼす

おそれがあるため池で、原則貯水量１万ｍ３以上あること 

ため池の一斉点検、監視・管理体制の強化、ハード整備の着手促進 

岐阜県ため池台帳に記載のため池を対象とする。 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：市町村

負担区分：県：５０％、市町村等：５０％



防災減災 ７ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名）

事業主体 
県営湛水防除事業 

県 

■事業の目的 

低平地等において農作物の湛水被害が予想される地域を対象に、被害を未然に防止す

るために農業用排水機、排水路の改修などを実施することにより、湛水被害の発生を未

然に防止し、農村地域の防災力・減災力の向上を図る。

■事業のポイント 

○ 防災・減災対策の調査や計画に係る経費は、二次災害の恐れがある地区にあっては、

定額（ただし、令和１２年度採択地区まで）、その他地区は定率

○ 中山間地域は採択要件・負担金の軽減措置あり

■事業内容

① 調査計画事業 

地域の防災減災対策に必要な諸条件について行う調査及びその計画策定等（安全度

評価、実施計画策定、施設長寿命化計画策定など） 

②用排水施設等整備事業（湛水防除） 

災害発生のおそれのある農業用排水施設等の整備 

③地域防災機能増進事業（土地改良施設耐震対策） 

災害発生のおそれのある土地改良施設の耐震改修 

■施工事例 

農業排水機場整備工事 

台風による湛水状況 施工後
ポンプ施設 



防災減災 ８ 

■対象地域 

県下全域

■採択要件 

① 調査計画事業 

下記事業を行う見込み又は実施要件に該当するもの 

②用排水施設等整備事業（湛水防除） 

受益面積は３０ha 以上、かつ、総事業費が５千万円以上のものなど（農業以外の事

業効果が見込まれる場合には、当該効果が全体の事業効果の５０％未満、又は、受

益面積の５０％以上が農用地であるもの） 

③地域防災機能増進事業（土地改良施設耐震対策） 

受益面積は３０ha 以上、または、総事業費が 800 万円以上のものなど 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：国：５０～１００％、県：０～３５％、市町村等：０～１５％



防災減災 ９ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名）

事業主体 
県営特定農業用管水路等特別対策事業 

県 

■事業の目的 

石綿等が使用されている農業用管水路や施設の撤去を行うことにより、農業者や周辺

住民に対する石綿障害の予防を図る。

■事業のポイント

○ 防災・減災対策の調査や計画に係る経費は、二次災害の恐れがある地区にあっては、

定額（ただし、令和１２年度採択地区まで）、その他地区は定率

○ 中山間地域は採択要件・負担金の軽減措置あり

■事業内容

調査計画事業 

地域の防災減災対策に必要な諸条件について行う調査及びその計画策定等（安全度

評価、実施計画策定、施設長寿命化計画策定など） 

特定農業用管水路等特別対策事業 

石綿管が使用されている農業用管水路等の変更等 

■施工事例 

既設管撤去 既設管撤去

新設管敷設 新設管敷設



防災減災 １０ 

■対象地域 

  県下全域 

■採択要件 

調査計画事業 

下記事業を行う見込み又は実施要件に該当するもの 

特定農業用管水路等特別対策事業 

受益面積がおおむね２０ha 以上。農業用用排水路を対象とするものにあっては、変

更を必要とする農業用管水路の延長に対し、石綿等が使用されている農業用管水路

の延長が５０％以上であること。 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：国：５０～１００％、県：０～３５％、市町村等：０～１５％



防災減災 １１ 

■農村地域の防災・減災対策

（事業名） 

事業主体 
県営農業用施設緊急改修事業 

県 

■事業の目的 

本事業においては、地域住民の暮らしの安全を確保する観点から、施設の緊急的な修

復や調査を行う。

■事業のポイント 

○ 突発的事故が発生し人的被害を防ぐ緊急的な補修又は改修を実施。

■事業内容 

被災の恐れがある地域等の調査。 

突発的事故が発生した県営造成施設の緊急的な補修補強。 

■施工事例

実施前 実施後

■対象地域 

県下全域

■採択要件 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の対象となる災害を

除く案件で被災した県営造成施設で総事業費が２千万円以上の補修補強

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：県：１００％


